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• IASBは、IFRS第17号の発効日に関するIASBの審議および投票について、IFRS第17号の修正に関する全ての決定が終わった後、2020年3月16
日の週に実施することを発表した。

• IASBは、期中財務諸表に関するIFRS第17号B137項の要求事項を修正し、報告企業レベルでの会計方針の選択として当該要求事項を適
用できる旨を13対1の賛成多数で決定した。

• IASBは、以下の事項について審議し、全会一致で承認した。

• （企業結合／合併買収等を通じて取得した）発生保険金に係る負債の取得者は、当該負債を残存カバーに係る負債として会計処理する
要求事項を変更せず維持する。完全遡及適用が実務上不可能な場合にのみ、発行者の財務諸表と同一の分類を維持するという修正を確
認する。

• 経過措置の規定を修正し、保険獲得キャッシュ・フローの会計処理に係る要求事項を追加する。

• 保険契約の定義を満たす一部のクレジットカード契約について、IFRS第17号から範囲除外とする旨を確認し、この範囲除外を、信用払
いまたは決済手段を提供する他の契約にまで拡張することに合意する。範囲から除外されたクレジットカードに関連する保険要素につ
いては、「逆アンバンドリング」を導入する。

• 移行時のリスク軽減オプションの遡及適用を企業に禁止する要求事項について、IASBは、EDにおける現行のアプローチを13名の賛成（1
名は棄権）で確認した。

2020年1月30日IASB会議のハイライト
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期中財務諸表
概要

• IFRS第17号B137項は、過去の期中財務諸表で行われた会計上の見積りについて、企業がその後の期中財務諸表または事業年度において
IFRS第17号を適用する際、取扱いを変更しないことを要求している。 これは、IAS第34号「期中財務報告」を適用した場合の会計上
の見積りとは異なる会計処理である。IAS第34号は、企業の報告の頻度が年次の経営成績の測定に影響してはならないと要求している。

• 以下は、IFRS第17号B137項を適用したアジェンダ・ペーパー2Dの設例、およびB137項を適用しない場合におけるIAS第34号に関するデ
ロイトの解釈である。

− 1年目の期首に、企業Aおよび企業Bは、同じ2年間の保険契約を発行する。保険料はCU100、予想保険金はCU50、契約上のサービス
マージン（CSM）はCU50である。CSMはカバー単位に基づいて定額法で配分される。

− 1年目の第4四半期に、企業Aおよび企業B は予想を変更し、当該時点では、CU30の追加保険金が2年目に発生すると見込んでいる。

− 以下の表は、期間毎にIFRS第17号B137項を適用する各企業によって、純損益に認識されたCSMを示している。

純損益に認識された契約上のサービス・マージン
（CSM）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 1年目 1年目の期末の
CSM残高

企業A（四半期報告をB137項に従って実施） 6.25 6.25 6.25 0.25 19.00 1.00

企業B（年次報告のみを実施） 10.00 10.00

B137項を適用しない場合の代替案－デロイトの見解 6.25 6.25 6.25 (8.75) 10.00 10.00
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期中財務諸表
概要

• IASBは、IFRS第17号B137項で規定される期中財務諸表に係る要求事項を修正し、企業に以下の事項を要求するというスタッフ提案に13対1
の賛成多数で合意した。

a) 過去の期中財務諸表で行われた会計上の見積りについて、 企業がその後の期中財務諸表または事業年度においてIFRS第17号を適用す
る際、取扱いを変更するか否かについて会計方針の選択を行う

b) 会計方針の選択は報告企業レベルで行う。すなわち、発行した保険契約および保有している再保険契約の全てに対して適用する
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期中財務諸表
スタッフの分析および提案

スタッフの分析および提案

• IFRS第17号B137項の要求事項にフィードバックを提供したコメント提出者のほとんどは、当該要求事項の適用に懸念を表明した。これ
らのコメント提出者は、IFRS第17号B137項の要求事項について、以下の通りコメントしている。

− 報告頻度が異なる企業間の比較可能性が現在は確保されていない
− 特に連結グループ内の企業間で報告頻度が異なる場合は、実務上、重大な負担が高まることになる
− 現在は年度累計ベースで期中財務諸表を作成している企業にとって、IFRS第17号B137項の要求事項は、既存の保険会計実務を根本

的に変える結果をもたらすため、適用上の大きな課題となる
− IAS第34号の適用目的上、保険数理の仮定を期中で完全に更新する企業は多くないため、有用な情報がもたらされない

• 2019年11月のIASB会議において、スタッフは、アウトリーチ活動およびコメント・レターのフィードバックから、 IFRS第17号B137項
の要求事項の適用に係るコストと便益のバランスについて、追加情報を識別した。 スタッフは、IFRS第17号B137項の導入および適用に
要するコストの主な発生要因は、企業が、以下を実施しなければならないためと考えた。

− 2通りの会計上の見積りを維持する
− 期中財務諸表に係る従来の保険会計実務を年度累計ベースから期間ベースに変更する
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期中財務諸表
会計上の見積りに係る会計方針の選択

• 親会社は半期財務諸表で報告しているが、ある子会社は年次で報告し、また別の子会社は四半期で報告している。（これは、各地域の規制
当局が、当該地域の市場で事業を行う全ての保険者に対して、IAS第34号に基づく財務報告を要求しているためである）

上期 下期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

ケース1 ケース2 ケース3

はい はい いいえ

該当なし 該当なし 該当なし

はい いいえ いいえ

B137項会計方針の選択を使用するか?

親会社

子会社1

子会社2

3組の会計記録 2組の会計記録 1組の会計記録
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期中財務諸表
検討された他のアプローチ

• スタッフは、IFRS第17号B137項の要求事項に関連して、関係者から提起されたその他のアプローチを検討した。

a) IFRS第17号B137項を削除する

しかし、当該要求事項を削除する場合、要求事項を遵守するために既に実施されたシステムおよびプロセスの開発のための作業を再度実
施しなければならない企業にとっては、その適用を過度に混乱させる可能性がある。

b) 連結レベルの報告頻度に基づく保険契約の会計処理を子会社に認める

しかし、スタッフは、このアプローチでは、財務諸表の作成者および利用者の双方にとって、複雑性が増大し、企業間の比較可能性が低
下すると結論付けた。
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決済期間において取得した契約
概要

• IFRS第17号は、企業結合またはポートフォリオの移転で契約が取得／移転される前に発生した保険金の決済に係る負債を、残存カバーに
係る負債として会計処理することを企業に要求しているため、取得企業は、将来の期間に保険収益を認識することになる。

• 公開草案「IFRS第17号の修正」は、経過措置に係る要求事項について、以下のように修正することを提案している。

− 修正遡及アプローチ（MRA）の適用企業に対して、完全遡及アプローチを適用するための合理的で裏付け可能な情報を有していない
場合は、契約の取得／移転前に発生した保険金の決済に係る負債を、発生保険金に係る負債として分類することを要求する。

− 公正価値アプローチ（FVA）の適用企業に対して、当該負債を発生保険金に係る負債として分類することを選択できる救済措置を提
供する。

• IASBは、IFRS第3号「企業結合」の範囲に含まれる企業結合または事業を構成しない保険契約の移転においては、決済期間において取
得した保険契約に関するIFRS第17号の要求事項を変更せずに維持することを全会一致で承認した。
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決済期間において取得した契約
スタッフの分析および提案

• 以下は、アジェンダ・ペーパー2Cの設例にデロイトの分析を加えたものである。

ある企業は、決済期間において保険契約を取得する。取得日における状況は以下の通りである。

o 予想保険金 CU300
o 加算 リスク調整 CU50
o 減算 受領した対価 CU370
o CSM CU20

事象が予想通りに発生したと仮定する場合、IFRS第17号の適用により、以下の金額を純損益に認識する。

決済期間において取得した保険契約から認識される保険収益は、取得時に企業が受け取る対価と等しい。

純損益 親会社／取得者の財務諸表 企業結合により取得した契約
子会社の財務諸表

ポートフォリオの移転により取
得した契約

発行者の財務諸表

保険収益 370   0 0

保険サービス費用 (300) 0 (20)

保険サービス損益 70 50 (20)
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決済期間において取得した契約
デロイトのコメント

デロイト・コメント・レター

• デロイトの見解：「デロイトは、EDの提案を支持するが、この免除規定は移行時にのみ適用可能であり、かつ、企業が完全遡及アプ
ローチに関する合理的で裏付け可能な情報を有していない場合にのみ適用可能であると考える。」

• デロイトの提案：「デロイトは、この懸念に対応するために、IASBが、企業結合において取得した契約に係る不確実な保険金の決済に
関連する残存カバーに係る負債の利得の表示について、保険収益ではなく、保険サービス費用の項目における利得として表示すること
を要求すべきであると提案する。デロイトの見解では、この提案は、保険金の最終的なコストの確定期間にわたり、当該負債および関
連するCSMの測定の原則を反映するものであるが、企業結合において当該契約に配分される対価の経済的性質をより反映し、期間およ
び企業の間における比較可能性を改善するものである。」

• デロイトが提案する会計処理を適用する場合、以下の金額が純損益に認識される。

この会計処理により、決済期間において取得した契約は、移行日前に取得した契約であっても、移行日後に取得した契約であっても、
同じ方法で処理される。

損益 CU

保険収益 0   

保険サービス費用 70A

保険サービス損益 70

A: 保険金実績額 CU300
決済期間において保険契約
から生じた利得 CU370

CU  70

このうち、リスク調整
（RA）はCU50であり、

CSMはCU20である
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決済期間において取得した契約
デロイトのコメント（続き）

• IFRS第17号の適用開始日において、保険者の財務諸表では、決済期間における負債を最大3種類、開示しなければならない。

• これらの保険契約が同じグループに含まれると主張することは難しい可能性がある

• この決定に伴い、LICの取得が完了すれば、ある年度において、被買収子会社・基礎となる契約を発行した会社で保険収益が認識されず、
取得者が発行した契約からの保険収益が減少する場合でも、当該同一年度における取得企業の保険収益は年々増加する可能性がある。

• 保険収益が別々の修正再表示アプローチから生じる場合を除いて、スタッフ・ペーパーでは、種類が異なる保険収益の区分開示は提案
されていない

• CSMを伴うLICも不利になる可能性がある。このようなLICの損失要素は、親会社の財務諸表にのみ表示される

• 購入した再保険契約の取扱いは異なる。取得日後に子会社が購入したLICで、出再者が正味費用を負担する場合のストップ・ロスを考え
ると、以下の通りになる。

• 子会社の財務諸表では、再保険契約による保護が過去の保険事象に対するものであるため、正味費用は純損益で認識される。

• 親会社の財務諸表では、再保険契約による保護が将来のカバ－期間に対するものであるため、正味費用は繰り延べられ、その償却額が
純損益で認識される。

発行した保険契約の発生保険
金に係る負債（LIC）（CSM
なし、将来の保険収益なし）

完全な修正再表示が実務上不可
能な時点よりも前の期間に取得
したLIC（CSMなし、将来の保
険収益なし）－修正遡及アプ
ローチ（MRA）に基づく残高

完全な修正再表示が実務上不
可能な時点よりも前の期間に
取得したLIC（CSMなし、将来
の保険収益なし）－公正価値
アプローチ（FVA）に基づく残
高

完全な修正再表示が実務上可能
な過年度¹に取得したLIC（CSM
あり、将来の保険収益あり）－
これは、将来の全ての取得にも
当てはまる。

1：取得者はこれを残存カバーに係る負債
（LRC）として分類しなければならない。
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保険獲得キャッシュ・フローに係る資産－経過措置および企業結合
移行日におけるIACF資産の認識

• 保険獲得キャッシュ・フロー（IACF）に係るEDの修正案では、移行日におけるIACF資産の認識および測定の方法が明確にされていない
というコメント提出者のフィードバックに対応して、IASBは本会議で、IFRS第17号を修正し、以下に係るガイダンスを提供する旨のス
タッフ提案に同意した。

− IACF資産の移行日における認識

− 取得した契約に係るIACF資産の移行日における認識

− 移行日における減損テストに係る留意事項

IACF資産の移行日における認識

完全遡及アプローチ

• IASBは、IFRS第17号を修正し、IFRS第17号が常に適用されていたかのように、移行日において、IACFに係る資産を識別、認識、測定す
ることを企業に要求する旨、同意した。

• 企業がIFRS第17号を遡及適用することが実務上不可能な場合に、かつ、その場合にのみ、企業は移行日において、修正遡及アプローチ
（MRA）または公正価値アプローチ（FVA）のいずれかを適用して、IACFに係る資産を測定することを要求される。



Deloitte IFRS Insurance webcast – 4 February 2020© 2020. For information, contact Deloitte China. 14

保険獲得キャッシュ・フローに係る資産－経過措置および企業結合
移行日におけるIACF資産の認識（続き）

修正遡及アプローチ

• IASBは、IFRS第17号を修正し、企業に以下を要求することに同意した。

a) 企業が遡及アプローチを適用するための合理的かつ裏付け可能な情報を有していない場合にのみ、以下の (b) および (d) における修
正を使用することを企業に認める。

b) 移行日現在で利用可能な情報を使用し、以下の方法でIACFに係る資産を測定する。

i. 移行日前に支払ったIACFの金額を識別し、移行日前に存在しなくなった契約に関連する金額を除外する

ii. 上記 (b)(i)で識別した金額を、企業がその後に適用する規則的かつ合理的な配分方法と同一の方法で、以下に配分する。

(a) 移行日において認識されている保険契約グループ

(b) 移行日後に認識されると見込まれる保険契約グループ

c) 移行日において認識されている保険契約グループのCSMの測定を、上記 (b)(ii)(a) を適用して算定したIACFの金額を控除すること
によって修正する。この会計処理は、当初認識時に保険契約グループのCSMを測定する会計処理と整合的である。
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保険獲得キャッシュ・フローに係る資産－経過措置および企業結合
移行日におけるIACF資産の認識（続き）

修正遡及アプローチ（続き）

d) 移行日後に認識されると見込まれる保険契約グループについて、 (b)(ii)(b) を適用して算定された金額で IACFに係る資産を認識す
る。IACFに係る資産は、それが配分される保険契約グループを企業が認識する際に、CSMの測定に含まれる。

e) 上記(b)から(d)までの修正を適用するために必要な合理的かつ裏付け可能な情報が存在しない場合は、修正遡及アプローチ
（MRA）を以下のように適用する。

i. 移行日において認識されている保険契約グループのCSMの修正をゼロとする

ii. 移行日後に認識されると見込まれる保険契約グループについてのIACFに係る資産をゼロとする

公正価値アプローチ

• IASBは、IFRS第17号を修正し、以下の権利を獲得するために負担するであろうIACFを企業が移行日において支払っていない場合、移行
日に企業が負担するであろう金額として測定したIACFに係る資産の認識を要求することに同意した。

a) 移行日までに組成されたが移行日において未だ認識されていない保険契約の保険料からIACFを回収する権利

b) 企業が既に支払ったIACFを再び支払うことなく、移行日後に、予想される更改を含む将来の契約を獲得する権利
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保険獲得キャッシュ・フローに係る資産－経過措置および企業結合
追加修正

保険契約の移転および企業結合

• スタッフは、取得日において、IACFに係る資産は、既に支払ったIACFを再び支払うことなく、移行日後に将来の契約を獲得する取得
者の権利を表すと考えた。したがって、取得企業は、IFRS第3号「企業結合」を適用して認識された無形資産とは別に、IACFに係る
資産を認識しなければならない。

• IASBは、IFRS第3号およびIFRS第17号を修正し、取得した契約について、取得日の公正価値で測定したIACFに係る資産を別個の資産
として認識することを企業に要求する旨、同意した。

減損テスト

• IASBは、IFRS第17号への移行に際し、移行日に認識されているIACFに係る資産については、回収可能性を評価する要求事項を企業が
遡及適用する必要がないことを明確化した。
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経過措置－リスク軽減オプション
移行日から将来に向かっての適用

• IASBは、関係者が提案した「オール・オア・ナッシング（All or Nothing ）」のアプローチについて検討した。当該アプローチでは、
IFRS第17号B116項の要求事項を満たす全てのリスク軽減関係に対して、リスク軽減オプションを適用する場合、かつその場合にのみ、
リスク軽減オプションの適用が企業に認められる。

• しかし、スタッフがアジェンダ・ペーパーで指摘する通り、「オール・オア・ナッシング（All or Nothing ）」のアプローチの適用条
件の充足は高いハードルであるため、ほとんど全ての状況において、当該アプローチは実務上不可能であろう。

• IASBの投票の結果、リスク軽減オプションの遡及適用の禁止を変更せずに維持することについて、13名が賛成し、1名が棄権した。
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一部のクレジットカード契約のIFRS第17号からの範囲除外
逆アンバンドリングは、IFRS第17号の範囲外の全てのクレジットカードに適用される

• スタッフは、クレジットカード契約の契約条件の一部として、企業が顧客に保険カバーを提供する場合、以下の要求事項を追加するこ
とを提案した。当該企業には、以下が要求される。

1) 保険カバ－要素を分離し、それにIFRS第17号を適用する

2) クレジットカード契約のその他の構成要素に、他の適用されるIFRS基準（IFRS第9号など）を適用する

• これは「逆アンバンドリング」の一形態であり、取引はIFRS第17号の範囲から除外されるものの、全ての場合において、その保険要
素は強制的に分離され、IFRS第17号の適用対象となる。

• また、この方法では、IFRS第9号で会計処理されるクレジットカードから、より変動性の高い保険キャッシュ・フローが分離されるた
め、IFRS第9号におけるSPPIテストが普通に充足される可能性もある

• IASBは、スタッフの提案に同意し、一部のクレジットカード契約のIFRS第17号からの範囲除外について、全会一致で承認した。この
暫定決定には、一部のクレジットカードにおける保険カバーを分離し、それにIFRS第17号を適用するという変更案（すなわち、範囲除
外に係るED提案からの修正）を含む。

• 更にIASBは、クレジットカードに類似した信用払いまたは決済手段を提供する他の契約が、IFRS第17号の範囲除外の規準を満たす場
合、当該契約に範囲除外を拡張することに合意した。
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一部のクレジット・カード契約のIFRS第17号からの範囲除外
デロイトのコメント

デロイト・コメント・レター

• デロイトの見解：「デロイトは、保険カバーを提供するクレジットカード契約は、EDに記載された理由により、IFRS第17号の範囲から
除外されるというEDの提案を支持する。」

• デロイトの提案：「...デロイトは、取り決めをIFRS第17号から範囲除外するという修正に留め、どのIFRS基準が適用されるかについては
言及しないことを提案する。これにより、クレジットカード契約を構成する保険要素に付随する負債および金融商品要素は、最も適切な
IFRS基準.に基づいて会計処理されることが確実となる（…）。」

デロイトは、範囲がクレジットカード契約および類似した決済手段を提供するカード契約に言及し、結論の根拠において、金融機関に
よって構築される信用関係または（購入者が購入代金を前払いする場合に）購入者によって構築される信用関係のもとで購入される財お
よびサービスに関連する保険リスクに対して、当該範囲が救済措置の提供を意図していると説明することを提案する。」
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次のステップ

• IASBは、残りの論点について、2020年2月のIASB会議（2月24日の週）で投票を行う。 残りの論点は以下の通りである。

1. [EDにない項目]集約レベル－一部の特定の保険契約（相互扶助特性のある契約）に係る年次コホート
2. 投資サービスに帰属するCSM－直接連動有配当保険契約以外の保険契約のカバー単位、開示および用語法
3. FVTPL非デリバティブ金融商品に対するリスク軽減オプションの適用可能性

• スタッフは、IFRS第17号の発効日およびIFRS第4号におけるIFRS第9号「金融商品」の一時的免除の延長の提案に係るIASB向けペー
パーを、2020年3月のIASB会議（3月16日の週）で審議する予定であると発表した。

• スタッフは、IASBの計画通りに審議は進んでおり、2020年半ばまでに修正の最終版が公表される予定であるとした。
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コンタクトの詳細
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